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伊豆高原メガソーラー建設の現状と問題

　　２０１９年２月撮影

　　２０２１年２月撮影

 親和会豆知識

【第１地区】

【第２地区】

【第３地区】

【第４地区】

　３月１３日 （土）　　午前１０時　～

　３月　９日 （火）　　午前１０時　～

◆　３月～４月の　班長会　開催のお知らせ　◆

　親和会事務所

伊東市が昨年の市議会で答弁したように、伊豆メガソーラー合同会社
は、一昨年の３月から事業地内で建設に係る工事を行っていません。こ
の３月でほぼ２年になります。この間、伊東市から指摘されて、防災工事
を行っただけです。
事業者は事業地の入り口から、倉骨沢の方まで、作業用道路を作り、フ
レコンバッグの置き場を作ったりしています。しかし、伊東市の河川占用
不許可処分によって八幡野川に橋がかけられず、土地造成を行うため
に必要な大型重機を事業地内に持ち込むことができていません。
作業用道路の造成や一部の木の伐採程度しか工事は進んでいません
が、それでも木を伐り、土地をいじっていますので、その工事現場を養
生しなければ土砂の流出などが発生します。  右の写真は、事業地入り
口から少し入ったところの岡沢付近の現場写真です。上段の写真は２０
１９年１月に撮影したもので、下段の写真は同じところを少し角度が違い
ますが２０２１年２月に撮影したものです。白いフレコンバッグが積まれ
ている面が作業用道路です。切土した法面を保護するためのブルー
シートがはがれ、岡沢の側面から底面を保護していたシートはなくなっ
ているように見えます。また、フレコンバッグも崩れています。
作業用道路の向こうに見える切土部分が崩れて、フレコンバッグともど
も岡沢に流入すれば、流入した土砂はそのまま八幡野川に流れ込みま
す。その土砂が八幡野川を塞ぎ、そこから八幡野川の水が流出して、被
害を発生させることが懸念されます。
私たちは事業地全体を見ることはできません。伊東市は、宅地造成許可
を出したわけですから、事業地全体にわたって、災害が発生しないよう
に防災措置をきちんとしているかどうかを実地調査し、危険があれば防
災工事を指導すべきと考えます。

ヤスデ駆除について

昨年実施したＵ字溝の一斉清掃を今年も実施する
予定でしたが、首都圏に緊急事態宣言が出されて
いる中では、新型コロナウイルス感染防止対策の
ため、実施を断念することにしました。
しかし、Ｕ字溝の清掃はヤスデの生息環境を確実
に奪うことができるので、２～３月に事務所の作業
員によって発生地区のＵ字溝の清掃を随時実施し
ます。会員の皆様はぜひ自宅前のＵ字溝の清掃に
ご協力ください。Ｕ字溝のゴミや腐葉土は市に協力
を願って処分する予定です。

近年、伊豆高原分譲地では定住者も増
え、快適な伊豆の生活を享受していただ
くために、親和会を地域のコミュニ
ティーとして位置づけ、思いやりの精神
で住民自治を実現していくことがますま
す重要になってきています。
親和会では、皆様に配布しております
「伊豆高原親和会自主規制」を、平成２
１年（２００９年）６月の親和会総会の
議決を経て制定しています。それまで
は、親和会規約の１７条に「会員は地区
内の美化及び防火、防災並びに交通安全
のため、次の事項について遵守しなけれ
ばならない」と明示し、「１．所有地内
において、いちじるしく繁茂し他に迷惑
を及ぼしている樹木や雑草については自
己負担にて枝切り下刈り等を実施　↗

するものとする。
２．下刈りは年１回以上とし
枝切りはその都度とする。
３．役員会は、会員が上記の
下刈り及び枝切りを

実施しないときは、当該会員
に催告することができる。
４．ゴミステーションは指定
日、区分処理等定められた用
法により使用し、衛生環境保
全に努めなければならな
い。」と定めていました。
平成２１年、自主防災会と
親和会が　↗

合併して一体化することをはじめ、規約の大改正
を行ったときに、１７条の精神をさらに発展さ
せ、自然環境保全と住環境向上のため自主規制を
定めました。自主規制は、その目的として第１条
に、「この地域の緑豊かな自然を損なうことなく
未来に伝えるため、また居住地としての環境をよ
りよいものとするため協力してその保持、改善に
努めます」と記しています。そして、第２条から
第５条まで、「土地の分割、造成及び建築、植
栽、土地・家屋・樹木の管理、生活環境の維持・
改善、地域の自然環境保全」等について定めてい
ます。自主規制には罰則はありません。あくまで
も伊豆高原を愛する親和会
会員の自主的な行動で生活環境を守っていこうと
いうものです。

親和会の自主規制

　令和３年（２０２１）　                【１】　伊豆高原親和会・ミニ会報　〈親和会ニュース〉　　　　           　　　                
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　 新年度の班長さんは出席をお願いします。

　３月１６日 （火）　　午前１０時　～

　３月１１日 （木）　　午前１０時　～

※新旧の班長さんの合同会議になりますので、今年度の班長さんと

　八幡野コミセン　３階大会議室

　親和会事務所

　八幡野コミセン　２階和室

昨年９月から開設

した電子掲示板の

QRコードとＵＲＬは

右記の通りです。



３月号

 ●のんちゃんのいきいき呼吸練功体操

　４月以降は計画中です。　乞うご期待！！

　３月はお休みです。

　３月はお休みです。
 ●親和会囲碁クラブ  　 

　３月はお休みです。

 (場所：親和会事務所　毎月第１　火曜日)

 ●英会話サロン

　３月はお休みです。

 場所：伊東市老人憩いの家     毎月第２　金曜日

ビ　　ン
３
月
の
ゴ
ミ
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し
日

　２５（木）　

  ４（木）　１８（木）　２５（木）

１８（木）

毎週　月 ・ 水 ・ 金 ・ 日曜日 

古　　紙 ７（日）　９（火）　２３（火）

可 燃 ご み

乾電池・埋立

  　３月はお休みです。

　  ４月以降は未定です。

カ　　ン

ペットボトル ２（火）　１６（火）　３０（火）

親
和
会
ゴ
ル
フ
愛
好
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金　　属

  ４（木）　１１（木）　２５（木）

【２】　伊豆高原親和会・ミニ会報　〈親和会ニュース〉　　　　　　　        令和３年（２０２１）　

 場所：伊東市老人憩いの家　 ☎ ５１ - ５４３８　

 毎月第１・第２・第４　火曜日

 ●小物作りの会

　 ３月　８日　（月）　　午前１０時　～

 ●グラウンド・ゴルフ会

 ●歩こう会　 　

 場所：親和会事務所　毎月第２　月曜日

 ●パソコンサークル  　※今月はオンライン授業

 場所：親和会事務所　毎月第１・第３　月曜日

　 ３月　２日　（火）　　午後１時３０分　～

 【集　合】  

　さくらの里石碑前　１１：００～１３：００

ご存知ですか？ゴミの出し方シリーズ（4）ペットボトル編

　 ３月　９日　（火）　　午前１０時　～

 【持ち物】  

　各自お弁当　・　飲み物　・　敷物

ペットボトルの収集は、下図のようにＰＥＴマークの付いたも
のが対象になります。ＰＥＴマークの付いたみりんや醤油の
ペットボトルは、中を水洗いして汚れを落としたものは収集対
象です。プラマークが記載されている油や洗剤のボトルは収
集しません。
汚れたり破損したペットボトルは燃えるごみとして出して下さ
い。油や洗剤のボトルも同様に燃えるごみで出して下さい。
ペットボトルはつぶして収集ネットに入れても構いません。
（多量に出るときはつぶして出して下さい）

環 境 ボ ラ ン テ ィ ア 会 活 動

 【日　程】  

 ２０２１年　３月２５日 （木） 

 【活　動】 　通常総会 　

  ※雨天中止 (各自の判断)

  ～　親　和　会　イ　ベ　ン　ト　部　会　だ　よ　り　～

 場所：東大室Ｇ・Ｇコース　毎月第２・第４　火曜日

 場所：親和会事務所　毎月第２　水曜日

 ●絵手紙の会

　 ３月１０日　（水）　　午後１時３０分　～

 ●うたう会 「夢の和」

　  ４月１８日　（土）　　午前１0時　～

 場所：八幡野コミセン３Ｆ会議室　毎月第３　土曜日

　 ３月２３日　（火）　　午前１０時　～


